
岩手県立児童館「いわて子どもの森」

【設置目的】児童に健全な遊びを提供して、その健康を増進し、情操を豊かにすることにより、次代を担う児童の健全な育成を図るため
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施設概要

所在地 岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田子

開設年月日 平成15年５月５日

児童館の区分 大型児童館Ａ型（児童厚生員２人以上の配置）

敷地面積等
敷地面積：309,457㎡
建物面積：4,174.76㎡ 延べ床面積：6,861.32㎡

建物構造
① 管理研修棟（2,837㎡） 鉄筋コンクリート地上４階地下１階
② 遊び創作塔（2,959㎡） 鉄筋コンクリート地上３階地下１階
③ 宿泊棟（517㎡） 木造平屋

主な設備

① 暖房
蒸気ボイラー

② 冷房
おもちゃ湯、ちくちくハウス、子どもシアター、静養室のみ

③ 給水・排水
町上下水道、排水合併処理浄化槽

利用時間
① 宿泊室：到着日の午後４時から出発日の午前10時まで
② 宿泊室以外：午前９時から午後17時まで

休館日 毎週火曜日及び12月29日から１月１日まで

その他
・指定管理者制度により運営。運営費は指定管理料で県が負担。
・修繕については、小規模修繕は指定管理者が、それ以外は県が実施。
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１ 屋内施設

（１）ハローハウス（管理研修棟） 地下１階 地上４階 2,837㎡

地下：シャワー室、受水槽
１階：売店、レストラン
２階：受付（総合案内）、静養室、ロッカー室
３階：研修室、会議室、事務室、ボランティアルーム
４階：機械室、電気室

（２）ゴーゴーハウス（遊び創作棟） 地下１階 地上３階 2,959㎡
地下：調理体験室「トントン」、トントンテラス、スヌーズレンの部屋、

幼児コーナー「ピヨピヨ」・ミニのっぴい、授乳室、絵本の部屋「ヨムヨム」
１階：冒険の棟「のっぴい」（地上１～３階）、おもちゃ湯、ゴーゴー横丁、

多目的ホール「なんでも広場」、おしごとトレイン、授乳室
２階：子どもシアター「ぽけっと」、ちくちくハウス、らくがき通り
３階：冒険の棟「のっぴい（最上階）」

２ 屋外施設

（１）キャンプ場（19サイト）
全天候キャンプファイヤー場「いつでもファイヤー」、変わり種自転車、ピザ窯、
わくわくプレーパーク（ブランコ、シーソー、滑り台等）、ひみつの小道
のびのび原っぱ、大型木製アスレチック「もりもりとりで」、ひみつの森（ツリーハウス、木製アスレチック遊具

（２）みずの広場
水上ステージ（直径17ｍ）、滝のカーテン、いかだ池

（３）雲見の丘
ローラー滑り台「ローラーローラー」

（４）駐車場（393台）

３ まんてんハウス（自炊型宿泊棟）

（１） 和室（６人定員） ４部屋
（２） 洋室（８人定員） ４部屋

※各部屋 キッチン・バス・トイレ付き 1
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施設の大規模修繕対応状況

年度 項目 エリア

平成21年 みずの広場全面改修 屋外施設

平成21年 ウッドデッキ全面改修 屋外施設

平成21年 ヨムヨムの部屋・ミニシアター・ロビー全面改築 遊び創作棟

平成26年～平成27年 監視カメラ更新 管理研修棟・遊び創作棟・屋外施設

平成28年～平成29年 みずの広場コンクリート壁修繕 屋外施設

平成28年～平成29年 管理棟屋根修繕 管理研修棟

平成28年～平成29年 のっぴい（大型屋内遊具）改修 遊び創作棟

平成28年～平成30年 ウッドデッキ等屋外遊具修繕 屋外施設

令和元年 ボイラー設備及び中央監視装置更新 管理研修棟

令和３年 木製屋外遊具設置 屋外施設

令和４年 木柵撤去及び新設 屋外施設

令和４年 みずの広場防水改修 屋外施設

令和４年 ウッドデッキメンテナンス 屋外施設

令和５年 空調設備改修工事 管理研修棟・遊び創作棟

令和５年 ウッドデッキメンテナンス 屋外施設

令和６年 ウッドデッキメンテナンス 屋外施設
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施設全体図

一人乗り：150円
親子乗り：270円

6,790円

690円

1,360円

1,360円

690円
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コンセプト

「おとなもこどもも のんびり ゆっくり ぽけーっとしようよ」をテーマに、子ども自身が遊び体験を
通して、見て、聞いて、触れて、感じるなかで、驚きや発見、多彩な出会いをはぐくむ体験型の児童館

いわて子どもの森が目指すもの

（１）子どもの遊びの支援にあたって、子ども自身の主体性、自発性を何よりも大切と考え、子どもたち
が五感を駆使して、体いっぱいに感じて、多様な遊びや体験に取り組み、「楽しさ」「感動」「発
見」に出会えることを目指す。

（２）児童健全育成の活動が、県内各地域で積極的に取り組まれるよう、 児童健全育成に携わる職員の
研修会の開催、移動児童館の実施、東日本大震災をはじめとする自然災害の被災地における子どもた
ちの遊びの支援などを行う。

いわて子どもの森の取組

（１）定期ワークショップの開催
自然、ものづくり、音、食など様々なテーマに沿ったワークショップを企画・実施

（２）スヌーズレンの部屋
障がいのある方も楽しめるように、視覚、聴覚、触覚、嗅覚などへの刺激を感じ取り、それを楽し

み、くつろいでもらう
（３）移動児童館

県内の児童館や放課後児童クラブ、保育所等に出向き子ども達に遊びを提供
（４）研修会の実施

放課後児童クラブ等の職員を対象とした研修会を、実践・講義形式により実施するとともに、ボラ
ンティア向けの養成研修も実施
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主な業務内容
・施設の運営

（受付、利用促進、管理運営委員会の設置・運営 等）

・施設等の管理
（維持修繕、警備、清掃 等）

・施設で実施する主催事業
（遊びプログラム、 移動児童館、児童健全育成にかかる指導者ネットワークづくり、遊びの情報収集及び情報提供 等）

・その他
（広報、権利計画書・事業報告書の作成、職員研修 等）
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区分 R2 R3 R4 R5 R6

指定管理料 192,587 193,630 192,505 191,546 191,289

指定管理料（単位：千円）

区分 R2 R3 R4 R5 R6

合計 187,132 191,877 192,505 200,848 207,850

内
訳

人件費 58,544 63,897 59,650 62,719 66,563

委託費 70,845 72,928 74,521 77,193 80,300

その他 57,743 55,052 58,334 60,936 60,987

管理経費（単位：千円）
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区分 R2 R3 R4 R5 R6

４月 0 3,978 8,420 10,348 10,888

５月 0 15,087 23,097 26,575 25,550

６月 1,022 8,957 11,093 10,701 13,409

７月 6,172 16,982 16,195 18,655 16,028

８月 7,806 13,067 23,078 30,522 31,215

９月 6,529 4,697 15,007 12,675 16,514

10月 4,666 11,822 14,123 12,931 12,775

11月 3,218 9,644 7,567 8,889 9,312

12月 1,118 4,342 3,030 3,422 3,606

１月 1,144 4,676 6,661 7,818 8,363

２月 2,706 3,276 4,430 9,644 7,300

３月 4,445 5,745 10,649 9,465 9,824

年間計 38,826 102,273 143,350 161,645 164,784

年間来館者数推移（単位：人） 月別来館者数推移（単位：人）

年度 来館者数 年度 来館者数

平成15年 273,039 平成27年 225,607

平成16年 186,467 平成28年 212,310

平成17年 168,377 平成29年 204,555

平成18年 163,166 平成30年 212,047

平成19年 150,305 令和元年 201,117

平成20年 153,261 令和２年 38,826

平成21年 158,098 令和３年 102,273

平成22年 207,441 令和４年 143,350

平成23年 223,716 令和５年 161,645

平成24年 211,315 令和６年 164,784

平成25年 217,004

平成26年 211,685
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遊び場の満足度アンケート（こども用）令和５～６年度
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年度別まんてんハウス利用実績推移

月
部屋のタイプ 合計

（単位：部屋）
稼働率

(単位：％）

利用人数の内訳 合計
（単位：人）和室 洋室 大人 児童 幼児

４月 12 11 23 16.9 49 24 24 97

５月 25 19 44 23.9 91 51 42 184

６月 15 12 27 15.3 60 25 28 113

７月 45 31 76 38.0 141 128 92 361

８月 74 73 147 76.6 332 217 128 677

９月 28 27 55 32.7 112 78 38 228

10月 22 19 41 23.3 84 49 42 175

11月 15 15 30 19.7 71 40 42 153

12月 1 2 3 2.0 8 4 3 15

１月 17 10 27 16.9 63 25 24 112

２月 18 19 37 27.2 71 47 35 153

３月 14 5 19 8.8 36 25 19 80

合計 286 243 529 25.1 1,118 713 517 2,348
8

区分 R2 R3 R4 R5 R6

利用部屋数 193 258 373 469 529

利用者数 846 1,105 1,614 2,045 2,348

まんてんハウス利用実績（令和６年度）【和室（６人定員）：４部屋、洋室（８人定員）：４部屋】 全８部屋



岩手県立児童館「いわて子どもの森」

9

キャンプサイト利用実績（令和６年度）【利用可能期間 ６月１日～11月４日】 全19サイト

月
利用サイト数

合計
稼働率

(単位：％）

利用人数の内訳

合計
（単位：人）

宿泊 日帰り

宿泊 日帰り 大人 児童 幼児 大人 児童 幼児

６月 13 3 16 2.8 22 12 7 6 2 2 51

７月 23 15 38 6.5 45 41 19 58 22 17 202

８月 36 2 38 6.5 62 41 27 6 2 2 140

９月 17 1 18 3.2 34 15 14 2 0 2 67

10月 12 5 17 2.9 20 12 10 19 4 0 65

11月 2 1 3 3.9 3 0 2 2 2 1 10

合計 103 27 130 4.3 186 121 79 93 32 24 535

区分 R2 R3 R4 R5 R6

利用サイト数 123 109 102 141 130

利用者数 455 413 343 536 535

年度別キャンプサイト利用実績推移
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主な設備の紹介
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全体図

11
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周辺施設等の紹介
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関係法令

児童福祉法
(昭和22年法律第164号)

（児童厚生施設）
第40条 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とす
る施設とする。

児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準
(昭和23年厚生省令第63号)

(設備の基準)
第37条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。

一 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。
二 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。

(職員)
第38条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
２ 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童厚生施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に

係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
三 社会福祉士の資格を有する者
四 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認めら

れた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了
した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事した
もの

五 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学
校の教諭の免許状を有する者

六 次のいずれかに該当する者であって、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあっては、都道
府県知事)が適当と認めたもの
イ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を
修了した者を含む。)

ロ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又
はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への
入学が認められた者

ハ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究
科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

ニ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当す
る課程を修めて卒業した者

(遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項)
第39条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図る

ようこれを行うものとする。
(保護者との連絡)
第40条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。

13
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児童館の種別 機能・特徴

小型児童館

児童センター 大型児童館

大型児童センター A型 B型

面積 217.6㎡以上 336.6㎡以上 500㎡以上 2,000㎡以上 1,500㎡以上

設置

市町村（特別区含）、
社団・財団法人、
社会福祉法人 等

市町村（特別区含）、
社団・財団法人、
社会福祉法人 等

市町村（特別区含）、
社団・財団法人、
社会福祉法人 等

都道府県

都道府県、
市町村、社団・財団法人、
社会福祉法人 等

運営
都道府県
※社団・財団法人、
社会福祉法人等に委託化

機能・特徴

・児童に遊びを与え、
健康を増進し情操を豊か
にする
・地域組織活動を促進す
る

・小型児童館機能
＋体力増進指導機能
（＋年長児童育成機能）

・小型児童館機能
＋特に年長児童の活動に
配慮

児童センター機能
＋県内児童館の指導及び
連絡調整等の中枢機能

児童センター機能
＋自然の中で宿泊や野外
活動が行える機能

対象児童

18歳未満のすべての児童
※小地域の児童が対象
特に低学年や留守家庭児
童

18歳未満のすべての児童
※運動に欠ける幼児・低
学年を優先

18歳未満のすべての児童
※特に年長児童を優先

18歳未満のすべての児童
※広域の児童が対象

18歳未満のすべての児童
※広域の児童が対象
引率者にも配慮
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設置及び運営主体について

平成２年８月７
日付け発児第
123号厚生事務
次官通知

第４ 大型児童館
１ A型児童館
(２)設置及び運営の主体

設置及び運営の主体は、都道府県とする。
ただし、運営については社団・財団法人※１、社会福祉法人及びその他の者※２に委託するこ
とができるものであること
※１ 公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、特例財団法人
※２ 次の要件を満たす者（市町村、社団・財団法人、社会福祉法人を除く）

ア 児童館を設置及び運営するために必要な経済的基礎があること。
イ 社会的信望を有すること。
ウ 実務を担当する幹部職員に、児童福祉及び社会福祉事業についての知識経験を有す

                る者を含むこと。
エ 児童館の運営事業の経理区分が明確にできる等、財務内容が適正であること。

平成２年８月７
日付け児発第
967号厚生省児
童家庭局長通知

４ 設置及び運営の主体
平成２年８月７日発児第123号厚生事務次官通知の第２の２の(４)の要件については、以下のとおり

であること。
ア アにおいて「経済的基礎がある」とは、児童館の設置を行うために直接必要な土地及び建物に

ついて所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けて
いること。
また、その際、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されており、賃借料及びその財源が収

支予算書に適正に計上されていること。
イ ウにおいて「知識を有する」とは、児童館当の児童福祉施設において、２年以上勤務した経験

を有する者であるか、若しくはこれと同等の能力を有すると認められる者であること。
ウ エにおいて「財務内容が適正である」とあるが、直近の会計年度において、児童館を運営する

事業以外の事業を含む当該主体の財務内容について、３年以上連続して損失を計上している場合
には、少なくとも、「財務内容が適正である」に当たらないこと。



岩手県立児童館「いわて子どもの森」

指定管理業務の範囲

施設の運営に関
する業務

（１）施設及び設備の使用許可等に関する業務
    ① 年間利用調整及び年間利用計画の管理
    ② 予約の受付
    ③ 利用許可申請書の受理、利用許可書の発行等
（２） 利用料金の設定
    ① 利用料金の徴収、減免の決定等
    ② 利用料金の設定、利用者への周知
（３）施設の利用に係る相談等に関する業務
    ① 窓口対応、施設内の案内
    ② 各種問い合わせへの対応
    ③ 要望や苦情、トラブル等への対応
    ④ 施設利用者への対応（助言、指導、案内）、打合せ
（４）事件・事故に関する業務
    ① 利用者の金品の盗難、紛争等の事件への対応
    ② 人身事故への対応
    ③ 事件・事故に関する業務
（５）施設の利用促進に関する業務
     パンフレットやチラシ等による情報提供（施設の概要、利用方法等）
（６）管理運営委員会の設置と運営
     第三者により構成される中立・公正な管理運営委員会を定期的に開催
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岩手県立児童館「いわて子どもの森」
指定管理業務の範囲

施設等の管理に
関する業務

（１）施設等の維持管理及び修繕に関する業務
    ① 施設設備整理整頓確認箇所の点検、修繕及び大規模な破損等の県への報告
    ② 法令等に義務付けられている点検、安全上・保安上必要な点検及び施設運営上必要な点検の
        業務
（２） 施設等の警備及び清掃並びに植物管理などに関する業務
    ① 夜間等における施設の警備業務
    ② 館内外の清掃・館外の除雪業務
    ③ 芝生、樹木等の植物管理
    ④ 廃棄物処理

施設で実施する
主催事業に関す
る業務

いわて子どもの森条例第１条に規定する設置目的を達成するための遊びに関する実践及び研修に関す
る次の業務。
（１）遊び体験の提供業務
（２）遊び環境サポート業務
（３）児童健全育成に係る指導者のネットワークづくり
（４）遊びに関する情報収集及び情報提供
（５）その他、児童健全育成に関すること

施設で実施する
自主事業に関す
る業務

自主事業に関する企画・実施
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岩手県立児童館「いわて子どもの森」

指定管理業務の範囲

その他の業務 （１）広報業務
      施設の利用促進等の宣伝活動のほか、類似公共施設のポスターの掲示、ＰＲの相互協力
（２）施設等の管理運営に関する調査、研究及び資料の収集に関する業務
（３）管理計画書、事業報告書の作成業務
    ① 毎年度開始前、業務の実施計画等を記載した管理計画書及び毎年度終了後、
        業務の実施状況、利用状況、経理の状況等を記載した事業報告書の作成
    ② 管理運営の状況について、県が指定した定期的業務報告書類の作成
（４）岩手県等関係機関との連絡調整業務
    ① 県への定期的な報告書類の提出
    ② 緊急事態等における県や関係機関への通報
（５）指定管理終了に当たっての引継業務
（６）緊急時対策、防犯、防災対策マニュアルの作成及び職員指導業務
    ① 各種の緊急事態、非常事態、不測の事態に対応するためのマニュアルの作成
    ② 職員に対するマニュアルの周知徹底、災害時の対応についての随時訓練の実施
（７）施設の管理運営全般のマニュアル作成業務
    ① 窓口受付業務、設備等操作等マニュアルの作成
    ② 職員に対するマニュアルの周知徹底
（８）職員に対しての管理運営に必要な研修業務
（９）その他管理運営に必要な業務
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